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平 成 ３０年 ７月 ３日 

経済産業省特許庁 

 

民間競争入札実施事業 

商標審査前サーチレポート（図形商標の先行絞り込み調査） 

作成事業の実施状況について 

（平成２８年度及び２９年度） 

 

Ⅰ 事業の概要 

１．委託業務内容 

本事業は、出願された商標が商標法第４条第１項第１１号に定める商標登録

を受けることができない商標に該当するか否かの判断を効率的に行うため、構

成中に図形要素を含む商標について、特許庁の図形商標検索システムと専用

回線により接続された図形審査端末を利用し、既登録商標や出願商標等につ

いて図形要素の観点から類似する商標の絞り込み調査を行い、その調査結果

（サーチレポート）を納入するものである。 

 

２．業務委託期間 

  平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

３．受託事業者 

  一般財団法人 日本特許情報機構 

 

４．受託事業者決定の経緯 

     入札説明会では２者の参加があったところ、入札参加者は１者であった。 

商標審査前サーチレポート（図形商標の先行絞り込み調査）作成事業民間競

争入札実施要項及び入札説明書に基づき、入札参加者１者から提出された企

画書について同実施要項に定める技術審査委員会において審査した結果、必

須項目を満たしており合格との判断に至った。その後、平成２８年２月２５日の開

札において、入札価格が予定価格の範囲内であったため、総合評価方式にのっ

とり上記受託事業者が落札者となった。 
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Ⅱ 確保されるべき質の達成状況及び受託事業者からの主たる改善提案に関する

実施状況 

１．確保されるべき質の達成状況 

（１） 調査漏れ等、納入物の品質に問題があると判明した案件数（フィードバック

報告件数） 

確保すべき 

対象公共サービスの質 
平成２８年度 平成２９年度 

審査官と同等の視点からの調

査が必要となるため、実施件数

全体の１％以内とすること。 

０％ 

実施件数３２，１５０件

のうちフィードバック

件数は０件 

０．０１％ 

実施件数３２，８４０件

のうちフィードバック

件数は４件 

 

（２） 成果物の納入 

確保すべき対象公共サービスの質 平成２８年度 平成２９年度 

成果物については、分割納入とし、原

則週１回納入すること。 

週１回納入 

 

週１回納入 

 

 

（３） 成果物の納期 

確保すべき 

対象公共サービスの質 
平成２８年度 平成２９年度 

成果物については、特許庁が

発注した日から２か月以内に、

遅滞なく納入しなければならな

い。 

 なお、契約１年目の年度当初

は、審査の遅延を回避するた

め、上記納期サイクルより極力

短い期間（発注から３～４週間

程度）で納入できる体制を整備

しておくこと。   

納入実績年間平均 

１．５か月 

なお、平成２８年４月

及び５月については

発注から４週間程度

で納入。 

 

 

 

納入実績年間平均

１．３か月 
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（４） 早期審査対象の出願等の納期    

確保すべき 

対象公共サービスの質 
平成２８年度 平成２９年度 

早期審査、その他案件処理に

緊急性を要する出願として、特

許庁が個別に発注した案件に

ついては、発注から２週間以内

に納入すること。 

発注から２週間以内

（平均２．４日）に納

入。 

（対象件数２８６件） 

発注から２週間以内

（平均４．０日）に納

入。 

（対象件数４７１件） 

   

（５） 年間の納入回数 

確保すべき 

対象公共サービスの質 
平成２８年度 平成２９年度 

年度ごとにその納入処理を行う

こと。（約５０回） 

全件年度内に納入。 

（納入回数４９回） 

全件年度内に納入。 

（納入回数５０回） 

 

（６） １ロット当たりの納入件数 

確保すべき対象公共サービスの質 平成２８年度 平成２９年度 

出願数の動向から多少の変動はあるもの

の、１ロット６２３件程度の納入処理が可

能な実施体制を確保すること。 

実施済み。 

（平均６７０件） 

実施済み。 

（平均６５７件） 

 

２．受託事業者の改善提案に関する実施状況 

（１） 業務の効率化について 

受託事業者は、発注用電子データから調査者全員が確認できる管理用デ

ータベースを作成し、これを用いて全体の進捗状況を把握しながら調査者に

調査案件（早期審査案件も含む。）を振り分けている。このデータベースの利

用により進捗管理業務の効率化を図っており、その結果、納入期間の短縮や

実施経費の削減についても効果をあげている。（Ⅲ２．） 

 

（２） 調査結果（サーチレポート）の品質向上について 

受託事業者は、以前より、調査者等に調査方法、業務に要する高い専門知

識を修得させるための職員教育体制を確立している。また、図形商標の絞り込

みにはウィーン図形分類の検索式を用いているところ、高い頻度で出願される

ハウスマーク商標などを検索するために、モデル検索式を事前に作成、蓄積

し、それを活用することで、同様の商標間の調査結果のばらつきを回避するな
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ど、調査結果（サーチレポート）の品質向上を図っている。納入された調査結果

（サーチレポート）の品質の高さは、フィードバックがほぼ無いことからも裏付け

られている。（Ⅱ１．（１）） 

 

 

Ⅲ 実施経費に関する状況（平成２８年度及び２９年度） 

本事業における実施経費は「年間調査件数×１件当たりの単価」によって算出さ

れるが、年間調査件数は外部要因である商標出願件数により毎年度変動すること

から、単純に実施経費を用いて削減効果を確認することは適当でない。 

よって、契約単価を用いて従来経費と比較することとする。 

 

 （従来） 

２４年度 

２８年度 

～３０年度 

単価当たりの 

削減額 
削減率 

契約単価 

（税抜き） 
７，６８６ 円 ７，４４０ 円 ２４６ 円 約３．２ ％ 

 

＜経費削減額＞ 

（１） 事業評価期間の削減額（２８年度及び２９年度） 

 平成２８年度及び２９年度合計調査件数６４，９９０件 

× 単価当たりの削減額２４６円 ＝ １５，９８７，５４０円 

 

（２） 単年度当たりの平均削減額           ７，９９３，７７０円（３．２％） 

 

 

Ⅳ 評価のまとめ 

平成２８年度及び２９年度において、確保されるべき質として設定した目標について

は達成している。 

また、受託事業者による業務改善提案の実施により、納入期間の短縮及び経費削

減並びに調査結果（サーチレポート）の品質向上の点で効果を上げていることは評価

出来る。 

実施経費については、年間平均調査件数で従来経費（単価）と比較すると、単年度

当たり７，９９３，７７０円 （３．２％）経費が削減されている。 

本事業においては、早期審査対象の出願等について、相当数の早期納品を実現し

ており、審査処理促進に貢献している。 

 

Ⅴ 今後について 
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事業全体を通した実施状況は以下のとおりである。 

（１） 実施期間中に受託事業者が業務改善指示を受ける、業務に係る法令違反行

為等を行った実績はない。 

（２） 法律専門家等外部有識者で構成された「評価委員会」を設ける等、実施状況

のチェックを受ける体制を整えることについて準備を進めている。 

（３） 本事業の入札において応札者は１者であったが、これは本事業の遂行に必

要な人員、能力及び設備等を備えられる事業者が限られているためであり、

一定の者に対して有利となるような入札要件はない。 

（４） 対象公共サービスの確保されるべき質に係る目標を達成している。 

（５） 従来経費からの節減額は単年度当たり７，９９３，７７０円 （３．２％）であり、

効率的な業務運営により経費削減の効果が上がっている。 

 

上述のとおり、本事業は、確保されるべき質に係る目標等を達成しているが、入

札が１者であったことを踏まえ更なる競争性の確保に努めていくことが必要と考え

る。 

また、本事業は、これまでに様々な改善を実施していることからすると、「市場化

テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」II１（２）に規定されている

「市場化テストの実施だけでは実施状況の更なる改善が見込めない事業」に該当

するものといえる。 

そうとすると、本事業については、市場化テストを終了させていただき、今後は、

当庁の責任において事業を実施することとしたい。 

なお、市場化テスト終了後においても、これまでの官民競争入札等監理委員会

における審議を通じて厳密にチェックされてきた公共サービスの質、実施期間、入

札参加資格、入札手続き及び情報開示に関する事項等を踏まえた上で、引き続き

法の趣旨に基づき公共サービスの質の向上及びコストの削減等を図る努力をして

まいりたい。 


